
避難所開設キット

草津市



このキットを開けられた方へ

ご無事で何よりです！
まずは深呼吸をして落ち着きましょう。

このキットには避難所開設に必要なものが入っております。

避難所に来られた方と協力して避難所開設を行いましょう！
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このキットの説明について・・・

このキットについては、

初動期の初動（避難所到着～避難者受け入れまで）

を行うためのものです。

このキットの作業が終われば、最後にある「お役立ち
資料」を見て、避難所運営マニュアルに基づいて動い
て下さい。
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このキットの使い方
このキットは避難所開設方法について書かれています。

このキットについては、一つずつ進めてもかまいませんし、

バラして複数人に渡し、同時並行で進めてもかまいません。

まず、協力してもらえる人を探しましょう！
避難所開設キット中身参考

避難所運営キット一覧

（物品関係） （様式関係）

1 コンテナケース（６５Ｌ）
避難所開設チェックリスト
（様式１）

2 折畳式キャリー（タイヤ付）
避難所施設被害状況
チェックリスト（様式３-２）

3 ハンド型メガホン 避難者名簿（様式５-１）

4 ＰＰロープ（白５０ｍホヒ５２）
避難者名簿記入例
（様式５-１）

5 ビブス（白色） 避難者一覧表（様式５-２）

6 マスク
避難所ペット登録台帳
（様式１５）

7 体温計（非接触型） 「安全」の張り紙
8 養生カットテープ（５色） 「危険」の張り紙
9 マジック（８色セット） 「立入禁止」の張り紙
10 鉛筆（１箱消ゴム付） 「使用不可」の張り紙
11 アルコール３５０mlボトル 「使用可能」の張り紙
12 ゴミ袋（４５Ｌ）１０枚 「土足厳禁」の張り紙
13 アルカリ乾電池（単３） 「掲示板」の張り紙
14 ライト 「伝言板」の張り紙
15 クリアファイル 「物資受付」の張り紙

16 再生紙（Ａ４）低白色５００枚 「更衣室」の張り紙

17 再生紙（Ａ３）低白色５００枚 「トイレ」の張り紙

「授乳室」の張り紙
「救護室」の張り紙
「事前受付」「総合受付」
の張り紙
ペット受入場所の張り紙

避難所の上から見た写真

校舎の立ち入り禁止の
場所が書いてる資料

避難所のルール（参考版）
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【開設まで流れ】

施設の
安全確認（P5-6）
（様式3-1～3）

様式１のチェックリストを使用し、避難所の開設を目指しましょう！

ライフラインの
使用可否確認
（P7）

危険
要注意

安全

危険と入口に貼
り出し、避難者を
中に入れない。
（P7)

市担当者・施設
管理者に報告
（P13)

使用○

使用可能の張り
紙をする。（P7)

使用× ・使用不可の張り紙をする。（P7-8）

電力不可→発電機・投光器の設置
（備蓄倉庫）

水道不可→仮設トイレ・マンホール
トイレの設置（備蓄倉庫）

設置と同時
進行で

・立入禁止区域の指定（P9）

・運営に必要なスペース（本部や物資保
管場所）の確保（P10）

・避難者の受入れスペースの確保（P11）

・避難者の受付設置（P12）
（様式5-1を使用）

指定・確保
が終われば

【様式１】 避難所開設チェックリスト
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役割Ａ

施設の安全確認をしましょう。

例えば

天井が落ちてないか、壁にひび割れ等が入っていないか など

安全と判断される場合 ➡ 「安全」と入り口に張り出しましょう。

危険または要注意と判断される場合

➡ 「危険」と入り口に張り出し、中に誰も入れないようにしましょう。

➡市災害対策本部に連絡（077-563-7930/077-563-7931/077-563-7932/077-561-

2315)し、応急危険度判定士の派遣と代替施設を要請しましょう。

施設の安全確認
様式３－２を使ってください。
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役割Ｂ ライフラインの確保

電力・水道・放送設備の状況をチェックしましょう。

※それまではトイレなどを使わないように

確認後、電力○ 水道×

というような紙の作成し入り口に張り出しましょう。

もし、トイレが使用可能でも不可でも、

各トイレに使用可能・不可の張り紙をしましょう。

使
用
不
可

電
力
○

水
道×

7

使
用
可
能



□停電している場合

⇒発電機および投光器

を準備しましょう！（備蓄倉庫）

□トイレが使えない場合

⇒仮設トイレおよびマンホールトイレ

を準備しましょう！（備蓄倉庫）

発電機 設置写真

仮設トイレとマンホールトイレ設置写真
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役割Ｃ

①校長室、教員室などの施設管理者の部屋

②事務室などの個人情報がありそうな部屋

③理科の実験室のように危険なものがある部屋

④調理室や給食室などの施設の衛生に関わる部屋

⑤その他、物資の保管場所や避難所運営で重要な部屋

立入禁止区域の決定
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避難者等が立ち入ることが不適切な場所を立ち入り禁止にしましょう。

原則として、避難所は体育館を使用する。避難者が体育館に収まらない場合などは校舎等を使用する。

教室配置（赤枠のところが立入禁止）・航空写真を参考に校舎の立ち入り禁止場所の指定してください。



役割Ｄ

避難所運営に必要なスペースを決定しましょう

①本部

玄関近くの部屋

②物資保管場所・物資受付の設置

トラック等から搬入しやすいスペース

③更衣室・授乳室・救護所

プライバシーに配慮した

スペース

本
部

運営に必要なスペースの確保

※役割Ｃの立入禁止区域の決定
と連携しながら作業してください

10



役割Ｅ

避難者を誘導できるように指定
①右記を参考にして、赤枠のように大まかな場所

と通路を決める。

②区画に番号をつけると案内を行いやすいので、

番号をつける。

避難者受入れスペースの確保
【参考】

① ②
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役割Ｆ

避難者受付を設置し、受付をしましょう
①事前受付と総合受付に分け、避難所の玄関近くに受付の机を各受付
場所に２つずつ設置し、運営スタッフの椅子も準備する。また、様式記入
台を４つ（必要に応じて増減）事前受付のところに設置する。

②事前受付時に検温を行ってもらうので、感染症対策用品セットから体温
計とアルコール消毒を準備する。体調に異常がない場合は避難者名簿
（様式５－１）の記入があるので、様式と記載例を机に置き、鉛筆を置い
ておく。体調に異常がある場合は、専用スペースに案内し、避難者名簿
（様式５－１）を記入してもらう。落ち着いたら避難者一覧表（様式５－２）
を作成

③受付のスタッフのローテーションを決めておく。

設置イメージ図
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役割 ＋α

避難所開設の準備ができたら避難者を避難所へ誘導し始
めてください。

避難所開設を避難所にいる市の職員または施設管理者に
伝えてください。

もし、市の職員がおらず、施設管理者のみが参集した場合
は小学校にある防災行政無線で災対本部に開設を伝えてく
ださい。両方参集していない場合は下記に開設を伝えてくだ
さい。

このような無線機
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このキットに書いてあることが終わったら・・・

いよいよ避難所運営が本格化します。

避難所運営は困難を極めると予想され、運営メンバー
だけではとても手が回りません！！

避難所に来られた方の得意分野を生かし、役割を担っ
てもらう・手伝いをお願いして、避難者全員での避難所
運営を行いましょう。
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お役立ち資料

避難所運営にとって一番大事なことは、

みんなで運営をすること

協力することで、より大きなパワーで復興を早める
ことができます。

避難者の方も含め、動ける人には、それぞれに役
割を担ってもらいましょう。

～総合編～
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お役立ち資料

避難者が避難所に入るときに様式５－１に記入してもらうとともに、
健康状態等の事情を教えてもらう。

その様式５－１の情報をもとに運営スタッフが様式５－２を記入。

これで、避難者の情報がまとめられる。

あとは、市本部の避難所班から報告を求められるタイミングで報告する。

※個人情報になるので厳重に取り扱ってください。

～避難者受け入れの流れ～
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お役立ち資料

避難所のルールを運営委員会や避難者等で相談した上で
作成する。（避難所における共通ルールを参考に）

～避難所のルールの掲示ついて～

知らない方と共同生活を送るためには、ルール
を設けて共通認識を持つことが大切です。

• 避難所での共同生活は、避難者のトラブルが予想
され、最低限の避難所のルールを確立することで、
避難所は過ごしやすい場所に変わります。

・避難所の屋外に避難している避難者（車中泊や在
宅避難者）にも同様のルールを守ってもらう。

【参考】避難所における共通ルール

ポイント

作成した後については、避難所に周知のために貼り
出し、避難者に共有する。
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お役立ち資料

避難者の持ち出しのものがあるかチェック。

（自宅から持ってこれるものがないか等も）

そのあと、必要なものについては種類・数量等を様式９－１～９－３および１０ー１を

参考に整理。

⇓
ある程度まとまったら、ＦＡＸ・無線等で市本部の避難所班へ連絡する。

（使用できる場合は主にＦＡＸを利用する。利用できない場合は控えを残しておく）

物資は要請がかかってから少なくとも１～２日がかかってしまう。予測して要請をしなければな

らないので、現場判断が難しい。

※物資によっては時間がかかるものもあるので注意が必要。

また、避難者全員に配給できるまでは配給はしません。

～物資について～
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お役立ち資料 ～物資についての様式の使い分けと流れ～

避 難 所

、市担当者から災害対策本部に報避
難所で必要な物品がまとまったら告。

災 害 対 策 本 部

ＦＡＸ等

配 送 担 当 者

確認後
伝票回付

届けて受領
サインもらう

物資調達班
に提出

様式9-1と9-2については1品目
ごとに作成。品目の分類は様
式9-3を参照
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